
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
バッテリポストに対するバッテリターミナルの接続構造において、
前記バッテリターミナルの先端部と基端部との間にバッテリポストの周面に圧着するＵ字
状湾曲部を形成し、バッテリポストの近傍にバッテリターミナルの先端部を係止する係止
部を設け、バッテリターミナルの基端部とバッテリとに、前記係止部に係止させた状態の
バッテリターミナルの先端部を支点として、バッテリターミナルを回動させて前記Ｕ字状
湾曲部をバッテリポストの周面に圧着させた際に、互いにロックするロック部を設けたこ
とを特徴とするバッテリターミナルの接続構造。
【請求項２】
請求項１記載のバッテリターミナルの接続構造であって、
前記バッテリターミナルにカバーを装着し、該カバーとバッテリとに前記ロック部を形成
したことを特徴とするバッテリターミナルの接続構造。
【請求項３】
請求項１記載のバッテリターミナルの接続構造であって、
前記バッテリポストにアダプタを装着し、該アダプタに前記係止部とバッテリ側のロック
部とを形成したことを特徴とするバッテリターミナルの接続構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、自動車等に搭載されるバッテリの電極 (バッテリポスト )に対するバッテリター
ミナルの接続構造に係り、特に、インパクトレンチ等の締め付け工具を用いることなく、
ワンアクション（１回の操作）でバッテリポストへバッテリターミナルを取り付けること
のできるバッテリターミナルの接続構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
インパクトレンチ等の締め付け工具を用いることなく、バッテリポストへバッテリターミ
ナルを取り付けられるようにしたバッテリターミナルの接続構造の例として、実開平６－
６００５３号公報に記載のものが知られている。
【０００３】
図１６は上記公報に記載のバッテリターミナルの構成を示す。このバッテリターミナル３
０は、ターミナル本体３１にカムレバー（操作レバー）３２を回動可能に取り付けたもの
であり、ターミナル本体３１は、Ｃ環状に湾曲形成されたポスト嵌合部３３と、このＣ環
状のポスト嵌合部３３の両端から平行に延びる一対の折返片３４，３５とを備えている。
一対の折返片３４，３５には回動軸３６が取り付けられ、この回動軸３６にカムレバー３
２が回動可能に支持されている。そして、一方の折返片３４に電線Ｗが接続さている。
【０００４】
図１７（ａ），（ｂ）にて作用を説明すると、図１７（ａ）に示すように、カムレバー３
２を起立させた状態では、カムレバー３２のカム部３２ａが起き上がった状態となるため
、バッテリターミナル３０のポスト嵌合部３３の口径が大となる。従って、その状態でポ
スト嵌合部３３をバッテリポスト４０に容易に嵌合することができる。
【０００５】
ポスト嵌合部３３をバッテリポスト４０に嵌合したら、図１７（ｂ）に示すように、カム
レバー３２を倒すことにより、カム部３２ａをバッテリポスト４０の周面に押圧させる。
そうすると、カム部３２ａの押圧による反力で、バッテリターミナル３０のポスト嵌合部
３３の内周面がバッテリポスト４０の周面に圧着される。その結果、ポスト嵌合部３３の
内周面とバッテリポスト４０の外周面の摩擦力によって、バッテリターミナル３０がバッ
テリポスト４０に電気的及び機械的に接続される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記従来のバッテリターミナルの接続構造においては、バッテリポスト４０に
対するバッテリターミナル３０の取り付け作業の際に、（１）バッテリポスト４０にポス
ト嵌合部３３を嵌める（２）カムレバー３２を回動させる、という２つのアクションが必
要であったため、作業に手間がかかっていた。
【０００７】
本発明は、上記事情を考慮し、ほとんどワンアクションでバッテリポストへバッテリター
ミナルを取り付けることができて、取り付け作業性の向上が図れるようにしたバッテリタ
ーミナルの接続構造を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、バッテリポストに対するバッテリターミナルの接続構造において、前
記バッテリターミナルの先端部と基端部との間にバッテリポストの周面に圧着するＵ字状
湾曲部を形成し、バッテリポストの近傍にバッテリターミナルの先端部を係止する係止部
を設け、バッテリターミナルの基端部とバッテリとに、前記係止部に係止させた状態のバ
ッテリターミナルの先端部を支点として、バッテリターミナルを回動させて前記Ｕ字状湾
曲部をバッテリポストの周面に圧着させた際に、互いにロックするロック部を設けたこと
を特徴とする。
【０００９】
この接続構造において、バッテリターミナルをバッテリポストに取り付ける場合には、バ
ッテリターミナルの先端部を、バッテリポストの近傍に設けた係止部に係止させながら、
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その係止点（支点）を中心にして、バッテリターミナルの基端側（力点）を回動させる。
そうすると、てこの作用により、小さい力でありながら、バッテリターミナルの先端部と
基端部との間に形成したＵ字状湾曲部（作用点）を、バッテリポストの周面に強く圧着さ
せることができる。また、その状態でバッテリ側のロック部がバッテリターミナルの基端
部側のロック部にロックするため、Ｕ字状湾曲部をバッテリポストに圧着させた状態を確
実に保持することができる。このように、バッテリターミナルの先端部を係止部に係止さ
せた状態でバッテリターミナルを回動させるという、ほとんど１回の動作でバッテリター
ミナルをバッテリポストに取り付けることができるので、作業の簡略化が図れる。
【００１０】
請求項２の発明は、請求項１記載のバッテリターミナルの接続構造であって、前記バッテ
リターミナルにカバーを装着し、該カバーとバッテリとに前記ロック部を形成したことを
特徴とする。
【００１１】
この接続構造では、バッテリターミナルにカバーを被せているので、カバーを樹脂等の絶
縁材料で作ることにより、安全性の向上が図れるとともに、バッテリポストとの電気接続
部分を保護することができて、電気接続部の信頼性を高めることができる。また、カバー
にロック部を設けているので、バッテリターミナル側の構成を簡略化することができる。
また、カバーを樹脂成形品で構成した場合には、コネクタに形成するようなロック部付き
のロックアームを成形時に簡単に設けることができるので、ロック部の係脱の容易化を図
ることができ、バッテリポストからのバッテリターミナルの取り外しも容易になる。
【００１２】
請求項３の発明は、請求項１記載のバッテリターミナルの接続構造であって、前記バッテ
リポストにアダプタを装着し、該アダプタに前記係止部とバッテリ側のロック部とを形成
したことを特徴とする。
【００１３】
この接続構造では、バッテリポストに装着したアダプタに係止部とロック部とを設けたの
で、バッテリの本体側の構造を簡略化することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１５】
図１～図５は第１実施形態の接続構造の構成図で、図１はバッテリターミナルの取り付け
を開始する前の状態を示す斜視図、図２はバッテリターミナルの先端部を係止溝（係止部
）に引っ掛けた状態を示す斜視図、図３はロックするまでバッテリターミナルを回動させ
た状態を示す斜視図、図４は図２と同じ状態を示す水平断面図、図５は図３と同じ状態を
示す水平断面図である。
【００１６】
図１において、バッテリ１の角には平面視矩形の凹部１ａが設けられており、その凹部１
ａの底面に上向きにバッテリポスト２が突設されている。バッテリポスト２の近傍の凹部
１ａの側壁には係止溝３が設けられ、バッテリポスト２を挟んで係止溝３を設けた方と反
対側には、凹部１ａの底面と対向する庇状の延出壁４が設けられている。そして、その延
出壁４にロック孔（ロック部）５が設けられている。
【００１７】
一方、金属の帯板をプレス加工したバッテリターミナル１０には、先端部１１と基端部１
３との間に、バッテリポスト２の周面に圧着するＵ字状湾曲部１２が形成されている。ま
た、バッテリターミナル１０の基端部１３には電線加締部１４が設けられており、そこに
は電線Ｗが加締められている。さらに、この基端部１３の上面には、バッテリ１側の延出
壁４に設けたロック孔５にロックするロック突起（ロック部）１５が設けられている。
【００１８】
このような構成のバッテリターミナル１０をバッテリポスト２に取り付ける場合には、図
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２及び図４に示すように、バッテリターミナル１０の先端部１１を、バッテリポスト２の
近傍に設けた係止溝３に係止させ、その状態でその係止点（支点）を中心にして、バッテ
リターミナル１０の基端部１３（力点）をバッテリポスト２側に向けて回動させる。そう
すると、てこの作用により、小さい力でありながら、バッテリターミナル１０の先端部１
１と基端部１３との間に形成したＵ字状湾曲部１２（作用点）を、図３及び図５に示すよ
うに、バッテリポスト２の周面に強く圧着させることができる。
【００１９】
また、その状態において、バッテリ１側のロック孔５にバッテリターミナル１０側のロッ
ク突起１５がロックするため、Ｕ字状湾曲部１２をバッテリポスト２に圧着させた状態を
確実に保持することができる。
【００２０】
このように、バッテリターミナル１０の先端部１１を係止溝３に係止させた状態でバッテ
リターミナル１０を回動させるという、ほとんど１回の動作でバッテリターミナル１０を
バッテリポスト２に取り付けることができるので、作業の簡略化が図れる。また、てこの
作用により、小さい力でありながら、強固な圧着が可能となるので、作業性が向上する上
、接続が確実とになって、接続信頼性の向上が図れる。
【００２１】
次に本発明の第２実施形態を説明する。
【００２２】
図６～図９は第２実施形態の接続構造の構成図で、図６は分解斜視図、図７はバッテリタ
ーミナルにカバーを装着した状態を示す図、図８はバッテリターミナルの先端部を係止溝
（係止部）に引っ掛けた状態を示す水平断面図、図９はロックするまでバッテリターミナ
ルを回動させた状態を示す水平断面図である。
【００２３】
この実施形態の構造では、バッテリターミナル１０にカバー２０を装着した上で、前記と
同様の取り付けができるようにしている。また、第１実施形態の構造では、バッテリター
ミナル１０に直接ロック突起５を設けていたが、この第２実施形態の構造では、カバー２
０にロック突起（ロック部）２５を設けている。それ以外の点は第１実施形態と共通であ
るので、共通部分の説明は省略する。
【００２４】
カバー２０は、バッテリターミナル１０の絶縁保護のために樹脂成形品でできている。カ
バー２０は、内部にバッテリターミナル１０の先端を挿入できるような先端の塞がった角
筒形の本体２１の上面に、可撓性を有するロックアーム２３を取り付けたもので、ロック
アーム２３に、バッテリ１側のロック孔５に嵌まるロック突起２５が設けられている。ま
た、角筒形の本体２１の先端側の底壁と側壁と先端壁とに、バッテリポスト２や係止溝３
に対して、バッテリターミナル１０の必要部分を露出させるための切欠２２が設けられて
いる。
【００２５】
この構造において、バッテリターミナル１０をバッテリポスト２に取り付けるには、まず
、図７に示すように、カバー２０の本体２１の内部にバッテリターミナル１０を挿入する
。そうすると、バッテリターミナル１０の先端部１１とＵ字状湾曲部１２とが切欠２２を
介して外から見えるようになるものの、それ以外の部分がすべてカバー２０によって覆わ
れる。
【００２６】
このようにカバー２０とバッテリターミナル１０を一体化した上で、前記第１実施形態と
同様に、図８に示すように、バッテリターミナル１０の先端部１１をバッテリ１側の係止
溝３に係止させ、その状態でその係止点（支点）を中心にして、バッテリターミナル１０
の基端部１３（力点）をバッテリポスト２側に向けて回動させる。そうすると、てこの作
用により、小さい力でありながら、バッテリターミナル１０の先端部１１と基端部１３と
の間に形成したＵ字状湾曲部１２（作用点）を、図９に示すように、バッテリポスト２の
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周面に強く圧着させることができる。
【００２７】
また、その状態において、バッテリ１側のロック孔５にバッテリターミナル１０に装着し
たカバー２０のロック突起２５がロックするため、Ｕ字状湾曲部１２をバッテリポスト２
に圧着させた状態を確実に保持することができる。
【００２８】
このように、第１実施形態と同様に、バッテリターミナル１０の先端部１１を係止溝３に
係止させた状態でバッテリターミナル１０を回動させるという、ほとんど１回の動作でバ
ッテリターミナル１０をバッテリポスト２に取り付けることができるので、作業の簡略化
が図れる。また、てこの作用により、小さい力でありながら、強固な圧着が可能となるの
で、作業性が向上する上、接続が確実とになって、接続信頼性の向上が図れる。
【００２９】
また、この第２実施形態の構造の場合、カバー２０にロック突起２５を設けているので、
バッテリターミナル１０側の構成が簡単になる。また、絶縁材料製のカバー２０をバッテ
リターミナル１０に装着するので、感電に対する安全性の向上が図れるとともに、取り付
け状態においてはバッテリポスト２との電気接続部分を保護することができるので、電気
接続の信頼性を高めることができる。さらに、コネクタに設けるようなロックアーム２３
にロック突起２５を形成しているので、ロックアーム２３を撓ませることでロック解除も
簡単にでき、バッテリポスト２からのバッテリターミナル１０の取り外しも容易にできる
ようになる。
【００３０】
次に本発明の第３実施形態を説明する。
【００３１】
図１０～図１５は第３実施形態の接続構造の構成図で、図１０はバッテリ側の構造の分解
斜視図、図１１はバッテリポストにアダプタを装着した上でバッテリターミナルを取り付
けようとしている状態を示す斜視図、図１２はアダプタの構成図、図１３はバッテリター
ミナルの構成図、図１４はバッテリターミナルの先端部を係止溝（係止部）に引っ掛けよ
うとしている状態を示す水平断面図、図１５はロックするまでバッテリターミナルを回動
させた状態を示す水平断面図である。
【００３２】
この実施形態の構造では、スタッドボルト式のバッテリポスト２Ｂにアダプタ２６を装着
した上で、前記と同様の取り付けができるようにしている。特に、第１実施形態の構造で
は、バッテリ１側に直接係止溝３やロック孔５を設けていたが、この第３実施形態の構造
では、アダプタ２６に係止溝３Ｂとして機能する部分やロック孔（ロック部）２９を設け
ている。また、バッテリターミナル１０Ｂ側の構造にも若干の変更を加えている。それ以
外の点は第１実施形態と共通であるので、共通部分の説明は省略する。
【００３３】
アダプタ２６は、図１０，図１２に示すように、バッテリ１の凹部１ａに嵌まる一側面開
放の断面コ字形の箱状の本体２７を有している。本体２７は、互いに平行に対向した上壁
２７ａと下壁２７ｂと、それらをつなぐ側壁２７ｃとを有するもので、上壁２７ａと下壁
２７ｂと間に、バッテリポスト２Ｂの外周に嵌合する筒状のポストアダプタ部２８を備え
ている。アダプタ２６は全体を金属で構成してもよいが、本体２７を樹脂製とし、ポスト
アダプタ部２８だけを金属製として、後で組み付けるようにしてもよい。
【００３４】
また、ポストアダプタ部２８の近傍の本体２７の一端側には柱部２７ｄが設けられており
、その柱部２７ｄによって係止溝３Ｂが構成されている。また、ポストアダプタ部２８を
挟んだ係止溝３Ｂと反対側の上壁２７ａと下壁２７ｂには、ロック爪（ロック部）２９が
切り起こされている。
【００３５】
一方、このような構成のアダプタ２６に取り付けられる板金製のバッテリターミナル１０
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Ｂには、図１１，図１３に示すように、先端部１１と基端部１３との間に、アダプタ２６
のポストアダプタ部２８の周面に圧着するＵ字状湾曲部１２が形成されている。また、バ
ッテリターミナル１０の基端部１３には、上下に対称にロックアーム１６が設けられ、各
ロックアーム１６に、アダプタ２６の上壁２７ａと下壁２７ｂのロック爪２９に対してロ
ックするロック孔（ロック部）１７が設けられている。
【００３６】
この場合、上下のロックアーム１６の先端には絶縁カバー１８が装着されており、絶縁カ
バー１８が装着されたロックアーム１６の先端部を指等で挟持することにより、両ロック
アーム１６を撓ませて、容易にロックしたりロック解除したりできるようになっている。
また、バッテリターミナル１０の基端部１３のロックアーム１６よりも更に基端側には電
線加締部１４が設けられており、そこには電線Ｗが加締められている。
【００３７】
この構造において、バッテリターミナル１０Ｂをバッテリポスト２Ｂに取り付けるには、
まず、図１１に示すように、アダプタ２６をバッテリ１の凹部１ａに装着し、バッテリポ
スト２Ｂにアダプタ２６のポストアダプタ部２８を嵌合させる。この状態で、ナット２８
Ｎをバッテリポスト２Ｂの先端に締結することで、アダプタ２６がバッテリ１に固定され
る。
【００３８】
次に、前記第１実施形態と同様に、図１４に示すように、バッテリターミナル１０Ｂの先
端部１１をアダプタ２６の係止溝３Ｂに係止させ、その状態でその係止点（支点）を中心
にして、バッテリターミナル１０Ｂの基端部１３（力点）をバッテリポスト２Ｂ側に向け
て回動させる。そうすると、てこの作用により、小さい力でありながら、バッテリターミ
ナル１０Ｂの先端部１１と基端部１３との間に形成したＵ字状湾曲部１２（作用点）を、
図１５に示すように、ポストアダプタ２８の周面に強く圧着させることができる。
【００３９】
また、その状態において、アダプタ２６側のロック爪２９にバッテリターミナル１０側の
ロック孔２７が係合するため、Ｕ字状湾曲部１２をポストアダプタ２８に圧着させた状態
を確実に保持することができる。このときの回動操作は、絶縁カバー１８を装着したロッ
クアーム１６の先端を指等で挟持しながら行うことができる。従って、ロックアーム１６
を若干撓ませながら操作することができ、簡単にロックさせることができる。この場合は
、上下のロック孔１７とロック爪２９の係合によって、バッテリターミナル１０Ｂが定位
置に保持されるため、固定強度が高まる。
【００４０】
このように、第１実施形態や第２実施形態と同様に、バッテリターミナル１０Ｂの先端部
１１を係止溝３Ｂに係止させた状態でバッテリターミナル１０Ｂを回動させるという、ほ
とんど１回の動作でバッテリターミナル１０Ｂをバッテリポスト２（ここではアダプタ２
６）に取り付けることができるので、作業の簡略化が図れる。また、てこの作用により、
小さい力でありながら、強固な圧着が可能となるので、作業性が向上する上、接続が確実
とになって、接続信頼性の向上が図れる。
【００４１】
また、この第３実施形態の構造の場合、アダプタ２６にロック爪２９や係止溝３Ｂを設け
ているので、バッテリ１側の構成が簡単になる。また、バッテリターミナル１０Ｂに、コ
ネクタに設けるようなロックアーム１６を設けているので、ロックアーム１６を撓ませる
ことでロック解除も簡単にでき、アダプタ２６からのバッテリターミナル１０Ｂの取り外
しも容易にできるようになる。
【００４２】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明によれば、バッテリターミナルの先端部を係止溝に
係止させた状態でバッテリターミナルを回動させるという、ほとんど１回の動作でバッテ
リターミナルをバッテリポストに取り付けることができるので、作業の簡略化が図れる。
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また、てこの作用により、小さい力でありながら、強固な圧着が可能となるので、作業性
が向上する上、接続が確実とになって、接続信頼性の向上が図れる。
【００４３】
また、請求項２の発明によれば、請求項１の発明の効果に加えて、バッテリターミナルに
カバーを装着し、そのカバーにロック部を設けているので、バッテリターミナル側の構成
を簡略化することができる。また、カバーを絶縁材で構成した場合には、感電に対する安
全性の向上が図れるとともに、取り付け状態においてはバッテリポストとの電気接続部分
を保護することができ、電気接続の信頼性を高めることができる。
【００４４】
さらに、請求項３の発明によれば、請求項１の発明の効果に加えて、バッテリポストに装
着したアダプタに係止部とロック部とを設けたているので、バッテリの本体側の構造を簡
略化することができ、既存のバッテリに簡単に実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態の構成図で、バッテリターミナルの取り付けを開始する前
の状態を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態の構成図で、バッテリターミナルの先端部を係止溝（係止
部）に引っ掛けた状態を示す斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態の構成図で、ロックするまでバッテリターミナルを回動さ
せた状態を示す斜視図である。
【図４】図２と同じ状態を示す水平断面図である。
【図５】図３と同じ状態を示す水平断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態の分解斜視図である。
【図７】本発明の第２実施形態の構成図で、バッテリターミナルにカバーを装着した状態
を示す平面図（ａ）と側面図（ｂ）である。
【図８】本発明の第２実施形態の構成図で、バッテリターミナルの先端部を係止溝（係止
部）に引っ掛けた状態を示す水平断面図である。
【図９】本発明の第２実施形態の構成図で、ロックするまでバッテリターミナルを回動さ
せた状態を示す水平断面図である。
【図１０】本発明の第３実施形態のバッテリ側の構成を示す分解斜視図である。
【図１１】本発明の第３実施形態の構成図で、バッテリポストにバッテリターミナルを装
着する前の状態を示す斜視図である。
【図１２】本発明の第３実施形態に使用するアダプタの構成図で、（ａ）は平面図、（ｂ
）は側面図である。
【図１３】本発明の第３実施形態に使用するバッテリターミナルの構成図で、（ａ）は平
面図、（ｂ）は側面図である。
【図１４】本発明の第３実施形態の構成図で、バッテリターミナルの先端部を係止溝（係
止部）に引っ掛けようとしている状態を示す水平断面図である。
【図１５】本発明の第３実施形態の構成図で、ロックするまでバッテリターミナルを回動
させた状態を示す水平断面図である。
【図１６】従来のバッテリターミナルの一例を示す斜視図である。
【図１７】（ａ）は図１６のバッテリターミナルをバッテリポストに単にセットした状態
を示す側断面図、（ｂ）はレバーを倒してバッテリターミナルをバッテリポストに圧着さ
せた状態を示す側断面図である。
【符号の説明】
１　バッテリ
２　バッテリポスト
３，３Ｂ　係止溝
５　ロック孔（ロック部）
１０，１０Ｂ　バッテリターミナル
１１　先端部
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１２　Ｕ字状湾曲部
１３　基端部
１５　ロック突起（ロック部）
１７　ロック孔（ロック部）
２０　カバー
２５　ロック突起（ロック部）
２６　アダプタ
２９　ロック爪（ロック部）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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